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データ移行一般仕様書（対象システム：タック健診システム） 
 
1. プロジェクト概要 

• 目的: 既存システムから新システムへのデータ移行を実施し、業務の継続性を確保
する。 

• 対象データ: テキストデータを含む。 
 
2. 移行対象データ 
 
【移行対象】 
 
・団体 
・検査項目 
・受診者・検査結果・問診結果 
 
【ファイルレイアウト】 
 
・団体マスタ 

1:団体コード 
2:フリガナ 
3:表示名称 
4:印字名称 
5:郵便番号 
6:住所 1 
7:住所 2  
8:電話番号 1 
9:電話番号 2 
10:FAX 
11:担当者部署 
12:担当者名 

 
・検査項目マスタ 

1:入力項目番号 
2:入力項目画面表示名称 
3:入力項目区分 

 



・受診歴・健診結果・問診結果 
1:予約番号 
2:受診者コード 
3:受信日 
4:氏名 
5:受付番号 
6:コース画面表示名称 
7:コース印字名称 
8:団体コード 
9:結果値 
10:入力項目番号 
11:SEQ 
12:判定区分印字名称 
13:High-Low 区分 
14:結果値 
15:コメント画面表示名称 

 
3. 移行手順 
 
3.1 事前準備 

• 移行元システムのデータのバックアップを取得する。 
3.2 データ抽出 

• 移行元システムから必要なデータを抽出する。 
• 各フィアルは発注者が指定する場所に保管し、引き渡す。 

3.3 データ形式 
• 出力するデータ形式はＣＳＶ形式（カンマ区切り）括り文字「"」とする。 

 
4. データ出力回数 
 ・初期データ１回と、最終データ１回の合計２回とする。 
 



個人情報の保護に関する特記仕様書 

 

受注者は、個人情報の保護に関する法律第23条および第25条の規定に基づき、以下の内容を遵

守しなければならない。 

 

 （基本的事項） 

第１条 受注者は、発注者が保有する個人情報（以下「個人情報」という。）の取扱いに当たって

は、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律その他の個人情報の適正な取扱いに関する法令等の規定を遵守し、その適正を

確保しなければならない。 

 

 （作業従事者等の明確化） 

第２条 受注者は、この特記仕様書に定める事項を履行する責任を負う者（以下「保護責任者」

という。）及び個人情報の取扱いに従事する者（以下「作業従事者」という。）を定めるととも

に、それらの者の氏名、役職、作業の内容、取り扱う個人情報の項目等の事項を、書面により、

あらかじめ発注者に届け出なければならない。保護責任者又は作業従事者を変更するときも、

同様とする。 

２ 受注者は、保護責任者及び作業従事者以外の者を個人情報の取扱いに従事させてはならない。 

３ 作業従事者は、保護責任者の指示に従い、個人情報の保護に関する法律及びこの特記仕様書

に則して適正に業務の処理に当たらなければならない。 

 

 （教育研修及び指導監督） 

第３条 受注者は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、保護責任者及び作業従事者に対し、

個人情報の保護に関する教育研修を適宜実施するとともに、常に個人情報の保護に関し必要な

指導監督に当たらなければならない。 

 

 （秘密の保持） 

第４条 受注者は、個人情報その他業務の処理に伴い知り得た情報を他に漏らしてはならない。

本契約が満了し、又は解除された後も、同様とする。 

２ 受注者は、保護責任者及び作業従事者に対し、秘密の保持に関する誓約書（別紙様式）を提

出させなければならない。 

 

 （取扱区域等） 

第５条 受注者は、個人情報を取り扱う区域（以下「取扱区域」という。）を定めるとともに、取

扱区域の範囲及び立入規制、防犯対策等の安全管理の措置を、書面により、業務の着手前に発

注者に届け出なければならない。届け出た内容を変更しようとする場合も、同様とする。 



２ 受注者は、取扱区域から個人情報を持ち出してはならない。ただし、発注者の承諾があると

きは、この限りでない。 

３ 受注者は、発注者の事務所内に取扱区域を定めたときは、当該取扱区域に立ち入る者が保護

責任者又は作業従事者であることを識別できるようにするため、それらの者に対し、それらの

者であることを示す証票を交付し、これを携帯させなければならない。 

 

 （収集の制限） 

第６条 受注者は、個人情報となる情報を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内

で、適正かつ公正な手段によらなければならない。 

 

 （目的外使用等の禁止） 

第７条 受注者は、業務を処理する目的の範囲を超えて個人情報を使用し、又は提供してはなら

ない。 

 

 （複製の禁止） 

第８条 受注者は、業務を処理するために発注者から提供を受けた資料であって個人情報をその

内容に含むもの（以下「提供資料」という。）及び本契約の目的物（業務を処理する過程で作成

したものを含む。以下同じ。）を複製してはならない。ただし、発注者の承諾があるときは、こ

の限りでない。 

 

 （提供資料等の返却又は消去若しくは廃棄） 

第９条 受注者は、業務を完了したときは、本契約の目的物の引渡しと併せて、提供資料を返却

するとともに、受注者が使用した機器内に存する個人情報その他の発注者に関する情報（以下

「受注者の機器内の個人情報等」という。）を消去し、又は廃棄しなければならない。 

２ 前項の規定による消去又は廃棄（以下「情報消去等」という。）をするときは、記録媒体の物

理的な破壊その他の当該受注者の機器内の個人情報等の復元を不可能とするために必要な措置

を講じなければならない。 

３ 情報消去等をするときは、あらかじめ、当該受注者の機器内の個人情報等についての次に掲

げる事項を書面により発注者に通知し、その承諾を得なければならない。 

 ⑴ 内容 

 ⑵ 記録媒体の種類及び数量 

 ⑶ 情報消去等の方法及び実施予定日 

４ 受注者は、情報消去等に際し、発注者から立会いを求められたときは、これに応じなければ

ならない。 

５ 受注者は、情報消去等を行ったときは、遅滞なく、情報消去等を行った日時及び担当した者

並びに消去し、又は廃棄した受注者の機器内の個人情報等の内容を、書面により、発注者に報

告しなければならない。 

 



 （個人情報の適切な管理） 

第10条 受注者は、前各条に定めるもののほか、発注者が枚方市保有個人情報安全管理規程及び

枚方市情報セキュリティポリシーに基づき講じる措置と同等の措置を自ら講じることにより、

個人情報を適切に管理しなければならない。 

 

 （再委託） 

第11条 受注者は、発注者の許諾ある場合を除き、個人情報の取扱いに関する責務を第三者に委

任してはならない。 

２ 受注者は、再委任（再委任先が受注者の会社法第２条第１項第３号に規定する子会社である

場合を含む。以下同じ。）の許諾を得ようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面

を発注者に提出しなければならない。 

⑴  再委任を行う業務の内容 

⑵  再委任先が取り扱う個人情報の項目 

⑶  再委任の期間 

⑷  再委任が必要な理由 

⑸  再委任先の名称、代表者、所在地及び連絡先 

⑹  再委任先における個人情報の安全管理の体制 

⑺  再委任先に対して求める個人情報の保護のための措置の内容 

⑻  再委任先を監督する方法 

３ 再委任の契約は、この特記仕様書に基づき受注者に課された全ての義務を再委任に課すもの

でなければならない。 

４ 受注者は、再委任先が前項の義務を履行することができることを確認した後でなければ、第

２項の書面を発注者に提出することができない。 

５ 受注者は、再委任先による個人情報の取扱いについて、再委任の契約の内容にかかわらず、

発注者に対して全ての責任を負わなければならない。 

６ 受注者は、再委任の契約において、再委任先に対する監督及び再委任先における安全管理の

方法その他発注者が指示する事項について、具体的に規定しなければならない。 

７ 受注者は、再委任先に対する監督の状況について、発注者から報告の求めがあったときは、

直ちに、これに応じなければならない。 

８ 前７項の規定は、再委任先が個人情報の取扱いを第三者にする場合について準用する。以後

さらに個人情報の取扱いを第三者にする場合も、同様とする。 

 

 （発注者の検査等への応諾義務等） 

第12条 発注者は、業務に関する個人情報の取扱いについて、この仕様書に基づき必要な措

置が講じられているかどうか確認する必要があると認めるときは、受注者に報告を求め、

又は実地の検査を行うことができる。 

２ 受注者は、前項の検査の受入れ又は報告の求めがあったときは、直ちに、これに応じなけれ

ばならない。 



３ 受注者が個人情報の取扱いの全部又は一部を再委任したときは、発注者は、第１項の措

置を自ら実施し、又は受注者に実施させることができる。 

 

 （事故報告義務） 

第 13 条 受注者は、個人情報の紛失、破損、改ざん、漏えいその他の事故が発生し、又は発生す

るおそれがある場合においては、当該事故の発生に係る受注者の帰責事由の有無にかかわらず、

直ちに、当該事故に係る個人情報の内容、発生場所及び発生状況を書面により発注者に報告す

るとともに、当該事故への対処に係る発注者の指示に従わなければならない。 

 

 （解除事由への該当性の認定） 

第14条 この特記仕様書に違反する受注者の行為は、本契約約款による発注者の解除事由に該当

する行為とみなす。 

 

 （漏えい等が発生した場合の受注者の責任） 

第15条 受注者は、この特記仕様書に違反する受注者の行為によって個人情報の紛失、破損、改

ざん、漏えいその他の事故が発生したときは、当該事故による損害を賠償しなければならない。

本契約が満了し、又は解除された後も、同様とする。 

 

 

 

 

 

 

 



 

誓 約 書（保護責任者用） 
 

市立ひらかた病院長        様 

  年  月  日 

 

商号または名称                    

所 属 ・ 部 署                    

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 

氏 名                 印 

 

私は、健診システム調達（以下、「本契約」という。）における作業（以下、「本業務」という。）

に従事するにあたり、次の事項の遵守を誓約いたします。 

 

１．個人情報の保護に関する法律その他の関係法令及び個人情報の保護に関する特記仕様書その

他の本契約における取り決めを遵守し、誠実に本業務を遂行すること。 

 

２．本業務を行う上で知り得た個人情報（以下「本業務に係る個人情報」という。）を他人に漏ら

し、又は本業務を処理する目的の範囲を超えて使用しないこと。また、本契約が満了し、又は

解除された後においても、同様とすること。 

 

３．本業務に係る個人情報を発注者の許可なく複写し、又は複製しないこと。許可を得て、複写

し、又は複製したときは、本業務の終了後、発注者の指示を受けたうえで、複写し、又は複

製した本業務に係る個人情報を直ちに消去し、又は廃棄し、復元ができない状態にすること。 

 

４．本業務に係る個人情報を発注者の許可なく取扱区域から持ち出さないこと。 

 

５．本業務に係る個人情報を取扱区域から持ち出すときは、施錠できるケースに保管し、事故防

止措置を講じた上で搬送すること。 

 

６．本業務の遂行に際し、事故が生じたときは直ちに発注者にその発生状況等を報告し、発注者

の指示に従ってその解決に努めること。また、その後の状況についても遅滞なく発注者に報

告すること。 

 

 ７．保護責任者として統括する他の従事者に対し、前各項の規定を遵守させること。 

 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

上記の者は、本事業の保護責任者であることを証明するとともに、上記事項を遵守し機密を保持

することを保証します。 

所  在  地                       

商号または名称                      

代表者職氏名                       印 



 

誓 約 書（作業従事者用） 
 

 

商号または名称                    

 

代表者職氏名                     

  年  月  日 

 

所 属 ・ 部 署                    

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 

氏 名                 印 

 

 

私は、健診システム調達（以下、「本契約」という。）における作業（以下、「本業務」という。）

に従事するにあたり、次の事項の遵守を誓約いたします。 

 

１．個人情報の保護に関する法律その他の関係法令及び個人情報の保護に関する特記仕様書その

他の本契約における取り決めを遵守し、誠実に本業務を遂行すること。 

 

２．本業務を行う上で知り得た個人情報（以下「本業務に係る個人情報」という。）を他人に漏ら

し、又は本業務を処理する目的の範囲を超えて使用しないこと。また、本契約が終了し、又は

解除された後においても、同様とすること。 

 

３．本業務に係る個人情報を保護責任者の許可なく複写し、又は複製しないこと。許可を得て、

複写し、又は複製したときは、本業務の終了後、保護責任者の指示を受けたうえで、複写し、

又は複製した本業務に係る個人情報を直ちに消去し、又は廃棄し、復元ができない状態にす

ること。 

 

４．本業務に係る個人情報を保護責任者の許可なく取扱区域から持ち出さないこと。 

 

５．本業務に係る個人情報を取扱区域から持ち出すときは、施錠できるケースに保管し、事故防

止措置を講じた上で搬送すること。 

 

６．本業務の遂行に際し、事故が生じたときは直ちに保護責任者にその発生状況等を報告し、保

護責任者の指示に従ってその解決に努めること。また、その後の状況についても遅滞なく保

護責任者に報告すること。 

 


